
愛知医科大学の活動基準 

全国で新型コロナウイルス感染症が拡大する中、本学では活動に関する基準を策定し、下記のレベル

で活動を行うこととしました。皆さんにおいては、本基準を参考に、自律的に行動してください。 

なお、本基準は大学院生・学部学生及び全教職員(診療活動に従事する職員を除く。)に適用します。

また、今後の状況により、レベルを変更していきますので必ず毎日ホームページ又は学内メールで確認

をお願いします。 

                               愛知医科大学長 

 

令和４年５月 30日(月)現在 

１ 教育（講義・演習・実習など）         【現在： レベル２】 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 
・個々に感染防止対策を行い、実施する。 

・ICTを用いた教育を積極的に行う。 

2 
・３密制限を可能な限り行い、実施する。 

・ICTを用いた教育を主体として行う。 

3 
・３密制限を完全に遵守することが可能な場合のみ実施する。 

・ICTを用いた教育を全面的に行う。 

4 ・全て ICTを用いて実施又は中止とする。 

  

 

２ 研究活動                      【現在： レベル１】 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 ・個々に感染防止対策を行い、実施する。 

2 
・３密制限を可能な限り行い、実施する。 

・在宅での研究活動を推奨する。 

3 

・優先順位が高い研究に限定し、３密制限を完全に遵守することが

可能な場合のみ実施する。 

・原則、在宅での研究活動を行う。 

4 
・研究室の資産を維持するために必要最小限の研究活動のみ許

可する。 

 

 

 

◆分散登校又は全面遠

隔授業などの授業形態

については、学年別に

指示する。 



◆令和４年５月 30日(月)現在 

３ 学生の入構制限                  【現在： レベル３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  課外活動                     【現在： レベル２】 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 ・可能な限り自粛する。 

2 ・キャンパス内外における屋内の集会を禁止する。 

3 ・３密制限を遵守した上で、個人の活動のみ許可する。 

4 ・全ての活動を禁止する。 

 

 

 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 ・感染拡大防止に留意して登校する。 

2 ・３密制限を可能な限り行なった場合のみ認める。 

3 ・３密制限を完全に遵守することが可能な場合のみ認める。 

4 ・全ての学生の入構を禁止する。 

◆学内の感染状況に

より、一定期間、活動

を禁止することがある。 

◆各クラブ・同好会で

「感染症予防チェックリ

スト」及び「再開ロード

マップ」を作成し、感染

防止策が講じられてい

ると認められた場合

に、活動再開を許可す

る。 

◆大会などに参加する

場合は、感染対策及び

行動計画を提出し、許

可を受ける。 

◆全ての課外活動に

伴う食事会、懇親会は

禁止。 

◆クラブ・同好会内で

感染者が出た場合は、

活動を制限することが

ある。 

◆入構が認められる 

ケース  

① 大学における授業・試

験に参加する場合 

② 課外活動が認めら

れたクラブに参加する

場合 

③ 教員又は事務から

呼び出しがあった場合  

④ 勉学等に関する教

員への質問及び学生

相談室での面談  

◆総合学術情報センタ

ー(図書館部門及び情

報基盤部門)への入館

については、大学での

授業参加者に限り認め

る。ただし、情報基盤

部門は予約制とする。 

◆セミナー室や学生ホー

ル等での自主学習や集

会などは引き続き禁止 



 ◆令和４年５月 30日(月)現在 

５ 教職員                      【現在： レベル２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 会議・セミナー                 【現在： レベル２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 

・個々に感染防止対策を行い、勤務する。 

・業務に関連する学外者に感染拡大防止措置を求める。 

・ICTを積極的に使用する。 

2 

・３密制限を可能な限り行い勤務する。 

・在宅勤務及び時差出勤を活用する。 

・業務に関連する学外者との面会を最小限にする。 

・ICTを主体的に使用する。 

3 

・３密制限を完全に遵守することが可能な状況で勤務する。 

・各所属機能維持のための最小限の人員で勤務し、その他は在宅

勤務とする。 

・業務に関連する学外者との面会を原則禁止とする。 

・ICTを全面的に使用する。 

4 
大学機能を維持するために必要な職員のみ出勤し、その他は在宅

勤務とする。 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 

・内容の重要性に基づき、開催の是非を検討した上で、感染防止対

策を行い実施する。 

・ICTを積極的に使用する。 

2 

・内容の重要性に基づき、開催の是非を検討した上で、３密制限を

可能な限り行い実施する。 

・ICTを主体的に使用する。 

3 

・内容の重要性に基づき、開催の是非を検討した上で、３密制限を

完全に遵守することが可能な状況で実施する。 

・ICTを全面的に使用する。 

4 ・全て ICTを用いて実施する。 

◆学外者との面会は、

web面談を原則とする。

来学する必要がある場

合は２名以内とする。 

緊急事態宣言及びま

ん延防止等重点措置が

出ている地域からの来

訪者とはweb面談を原

則とする。 

◆業者等による対面の

説明会は禁止とする。  

◆５人以上での会食は

行わない。 

(学生にも適用) 

◆食事中の会話は慎

む。マスク会食を原則と

する。 

◆対面で行う場合

は、原則として、会

議室における定員

の半数を超えない

人数で行う。 

◆小会議室におい

ては、1ｍの実的

間隔が保てる範囲

内で行う。 

◆食事の提供は

行わない。 



◆令和４年５月 30日(月)現在 

 

７ 出張・旅行                  【現在： レベル２】 

レベル 活動状態 

0 ・通常通り。 

1 ・感染防止対策を行なった場合のみ可とする。 

2 ・不要不急の出張・旅行は自粛する。 

3 ・不要不急の出張・旅行を原則禁止とする。 

4 ・全ての移動を原則禁止する。 

 

≪参考≫ 外務省が定めている感染症危険情報レベル 

・ レベル４   退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告） 

・ レベル３   渡航は止めてください。(渡航中止勧告) 

・ レベル２   不要不急の渡航は止めてください。 

・ レベル１   十分注意してください。 

※ 外務省 海外安全ホームページ 

URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出張する場合は感染

防止対策に留意する

こと。 

◆海外出張については 

外務省から感染症危

険情報レベル３以上

が発出されている国・

地域への渡航は禁

止。 

◆海外出張する場合は、

国及び大学が定めるル

ールに従う。 

◆海外旅行は禁止 

https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html

